
【速算表（一般贈与財産用）】

【速算表（特例贈与財産用）】

ニ 計算方法（例）

○ 特例贈与財産（500 万円）のみの贈与を受けた場合
STEP１ １年間に贈与を受けた特例贈与財産の価額の合計額（課税価格）を計算します。

STEP２ 課税価格から基礎控除額（110 万円）を控除した残額（基礎控除後の課税価格）につい

て下記の【速算表（特例贈与財産用）】により贈与税額を計算します。

○ 一般贈与財産（100万円）と特例贈与財産（400万円）の両方の贈与を受けた場合
STEP１ １年間に贈与を受けた一般贈与財産の価額※と特例贈与財産の価額の合計額（合計贈与

価額）を計算します。

STEP２ 合計贈与価額から基礎控除額（110万円）を控除した残額（基礎控除後の課税価格）につ
いて下記の【速算表（一般贈与財産用）】により計算した金額に、一般贈与財産の価額が合
計贈与価額のうちに占める割合を乗じて、一般贈与財産に対応する贈与税額を計算します。

（税額） （一般贈与財産の価額が占める割合）（一般贈与財産に対応する贈与税額） 
53万円 × 100 万円 ／ 500 万円 ＝ 10.6万円 ……① 

STEP３ STEP２と同様に、合計贈与価額から基礎控除額（110 万円）を控除した残額（基礎控除
後の課税価格）について下記の【速算表（特例贈与財産用）】により計算した金額に、特例
贈与財産の価額が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて、特例贈与財産に対応する贈
与税額を計算します。

STEP４ STEP２と STEP３で算出した税額を合計し、贈与税額を計算します。

基 礎 控 除 後

の 課 税 価 格

2,000千円

以下 

3,000千円

以下 

4,000千円

以下 

6,000千円

以下 

10,000 千円

以下 

15,000 千円

以下 

30,000 千円

以下 

30,000 千円

超 

一 般 税 率 10％ 15％ 20％ 30％ 40％ 45％ 50％ 55％

控除額（一般税率） － 100 千円 250 千円 650 千円 1,250千円 1,750千円 2,500千円 4,000千円

基 礎 控 除 後

の 課 税 価 格

2,000千円

以下 

4,000千円

以下 

6,000千円

以下 

10,000 千円

以下 

15,000 千円

以下 

30,000 千円

以下 

45,000 千円

以下 

45,000 千円

超 

特 例 税 率 10％ 15％ 20％ 30％ 40％ 45％ 50％ 55％

控除額（特例税率） － 100 千円 300 千円 900 千円 1,900千円 2,650千円 4,150千円 6,400千円

110
万円 

390
万円 

（基礎控除後の課税価格） （特例税率）  （控除額）   （贈与税額） 
390 万円  ×    15％ －  10 万円 ＝  48.5 万円 

課税価格 500 万円 

（基礎控除額）

110
万円 

390
万円 

（基礎控除後の課税価格） （一般税率） （控除額）  （税額） 
390 万円  ×    20％ － 25 万円 ＝ 53万円 

合計贈与価額 500 万円 

（基礎控除額）

400
万円

100
万円

合計贈与価額 500 万円 

一般贈与財産の価額 
100 万円 

特例贈与財産の価額 
400 万円 

390 万円  ×   15％ － 10 万円 ＝ 48.5 万円 

（基礎控除後の課税価格） （特例税率） （控除額）  （税額） 

（税額） （特例贈与財産の価額が占める割合） （特例贈与財産に対応する贈与税額） 
48.5 万円  × 400 万円 ／ 500 万円 ＝ 38.8万円 ……② 

10.6万円（①） ＋ 38.8万円（②） ＝ 49.4万円（贈与税額） 

贈与税の速算表（平成 27年分以降用） 

※ 「一般贈与財産」について、配偶者控除の特例（58ページ参照）の適用を受ける場合
には、配偶者控除額を控除した金額となります。

※ 暦年課税による贈与税額の計算に当たっては、60、61ページの「贈与税（暦年課税）の税額の計算明細」

をご活用ください。 なし 

（2）相続時精算課税

イ 概要

特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場

① この方式は、贈与者ごとに選択することができます。

② この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、そ

の選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

ロ 相続時精算課税のしくみ

 

 
 

 

 

 × 
税率 一律 20% 

      

《事例》 

Ｂ 

贈与税額の計算

（１年目） （２年目）
贈与財産  贈与財産

1,500万円 1,800万円 

特別控除額 

1,500万円 

1,000万円

翌年以降

に繰越し 

800 万円 

160 万円 

相続税額の計算

贈与者Ａが亡くなった場合 

相続（遺贈）により 
取得した財産 

子Ｃ 子Ｄ 配偶者Ｂ 

課 税 遺 産 総 額 基礎控除額 

相続税の総額 

各人の算出税額 

配偶者の
税額軽減 

相続税額 

子 

Ｃ 

相続時精算課税に

係 る 贈 与 財 産 

3,300万円 

特別控除額 

1,000万円 

課 税 価格 

特 別 

控 除 額 

最 大 

2,500 万円 

特別控除後の 

課 税 価 格 

なし 160 万円 

子 

Ｄ 
配偶者 

Ｂ 

なし 

各人の算出税額から 

税額控除を行う。 

贈与財産 

１年目 1,500万円 

２年目 1,800万円 

贈与者 配偶者 

Ａ 

贈 与 税額 

相続財産

に加算 

 夫婦と子２人の家族で、子Ｃは 

Ａから贈与を受けた財産について 

相続時精算課税を選択し、２回の 

贈与を受けていた。

相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除します。 

控除しきれない金額がある場合には相続税の申告をするこ

とにより還付を受けることができます。 

子Ｃ 子Ｄ 

　相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額が

110 万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、申告に際しては次の点に注

意してください。 

合には、その贈与者から１年間に贈与を受けた財産（以下「相続時精算課税適用財産」といいま

す。）の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精

算課税適用財産の価額（贈与時の時価）と相続又は遺贈を受けた財産の価額（相続時の時価）

の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税相

当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です（その控除により控除しきれ

ない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。）。
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の とは、次の１又は２に る金額のうちいずれか低い金額

をいいます。

１ 2,500 前年までにこの相続時精算課税の特 を 合には、2,500

２ 

贈与者 贈与をした年の１月１日において の人（父母や祖父母など）であること。60

贈与を けた年の１月１日において 18 （令和４年３月 31 日以前の贈与につい

ては、20 歳以上）で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属（子や孫など）

で 定相続人又は であること。

（注）

3 子となる 、 た その贈与者の 定相続人と

なった場合に 相続人となった時より前にその贈与者から贈 た財 ては、相続

4 その贈与

1　「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合には、贈与

者が贈与をした年の１月１日において60歳未満の人であっても相続時精算課税の適用を受けることが

できます（58ページ参照）。

2　「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」又は「個人の事業用資産についての贈

与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合には、受贈者が上記以外の人（贈与を受けた年の１月

１日において18歳（注）以上の人に限ります。）であっても相続時精算課税の適用を受けることができま

す。これら制度の概要について、詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】をご覧

ください。

（注）　「18歳」とあるのは、令和４年３月31日以前の贈与については「20歳」となります。

者 ） ったことにより、贈与 た でその贈与者の とな

相続時精算課税

、 ー

ジ参照）に 出書 （ ページ参照）を 申告 （ 与税の

）、 書） 及び 付書 （

ページ参照）とともに

なお、贈与税の申告書の提 に 告 書 書 い

、 年 （（注） ）。

（注）1 上記の届出書は、その届出に る贈与者から た て 令和３年分以前の贈与

税の申告において相続時精算課税の けている場合には 出する必要はありませ

（35ページの「添付書類」に る書類も です。）。

2 令和３年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている人であっても、その

用 る贈与者 ら た て、 相続時精算 を うと

する場合は、

3 

4 相続時精算課税の適用を受けようとしていた人が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死

などは、この「贈

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、１年 に贈与を けた相続時精算課税 用財

の合計額（課税 ）から 除した に 20％の税

て贈与税額を計算します。

（注） 1 、

。

2 

２

35

34

　上記の手続は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」（58ページ参照）、

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の

特例」（国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】参照）又は「個人の事業用資産についての贈与税の

納税猶予及び免除の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」（国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】参照）の適用を受ける場合にも必要となります。

、国税庁ホームページ【https:

//www.nta.go.jp】をご覧ください。
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